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例)熊本県 熊本市(政令指定都市) (図 4) 

 

※  熊本市(政令指定都市)は、保健所内の医療政策課がこれまでの保健所活動の中で、医療施設を中心に 

  顔の見える関係を構築していることを有効利用し、医療サイドからの在宅医療・介護連携を進めた。 

さらに、介護面を担当している高齢介護福祉課との連携により、医療と介護両サイドからの連携推進活 

  動を行った。 
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○ 都道府県における担当課設置の一例 

都道府県では、在宅医療推進事業を医療系の担当課が管轄している地域が多い。 

一方、市町村では、在宅医療推進の担当課が明確に位置づけられていないケースが多く、 

都道府県から市町村への連絡・調整に困難が生じている地域が見られる。 

円滑な事業展開に向けた解決策として、都道府県の介護担当課内に在宅医療の担当窓口を 

設置し、都道府県－市町村の連動した事業展開にむけて取り組むケースも見られ始めている。 

  

 

例)鹿児島県 (図 5) 

 

※ 鹿児島県は、介護福祉課内に『地域包括ケア推進係』を設置し、平成 25 年度在宅医療推進事業の在宅医 

 療推進事業担当課として、市町村や関係団体等との協働・連携を図っている。 
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(4) 郡市区医師会との協働 
 

◯  面的な在宅医療の推進、在宅医療・介護の連携を進めるために、在宅医療において 

  中心的役割を果たす医師の団体である地域の医師会(郡市区医師会)との協働関係の確 

  立は極めて重要である。 

◯  まずは、他の職能団体との調整に先立ち、郡市区医師会において当該市町村の在宅医 

  療の推進を担当する役員等に市町村としての政策を十分説明した上で、活動への参加と 

  その進め方について丁寧に調整を進める。さらに、毎月等定期的な会合の開催等を通じ 

て、地域医師会と市町村において、現状や課題を共有し、日常的に相談のできる関係を 

確立することが望ましい。 

 

 

 

【郡市区医師会にお願いしたいこと】 

◯ 今後、75歳以上人口が急速に増大していく中で、在宅医療の推進や介護との円滑な連

携をすすめることが何よりも重要であり、地域の医師には、かかりつけ医として、この取

組みにおいて中心的な役割を果たしていくことが期待されます。 

◯ 郡市区医師会には、連携事業を実施する市町村から協力の要請があると思われますが、

以下のような事項例を中心に、可能な限りの対応をお願いしたいと考えます。(具体的に

はそれぞれの市町村の求める内容は異なると思われますので一般的な例とお考え下さい) 

  ※一般的な協力事項 

    ・ 協議を担当する窓口になっていただく役員等を決めて下さい。 

      (事務局・訪問看護ステーション等のある郡市区医師会において、本件の事務 

       担当者が選任できるようでしたら併せてご紹介下さい) 

・ 中心的事業の一つである研修に医師が積極的に参加できるよう調整下さい。 

    ・ 在宅医療・介護連携体制の構築に向け、市町村等関係者との協議、助言、協力

等の場への参画及び実施に可能な参画をお願いします。 

例)市当局との定期協議 

関係職種も含めた推進協議会への参加 

  研修の企画・実施 

  24時間 365日の提供体制の確立 

  効率的な情報共有のための取組み 

  地域住民への普及啓発 
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(5) 地域包括支援センターの位置づけ 
 

〇  地域包括支援センターは、介護保険法における地域包括ケアの中心的機関であり、専 

  門職が配置されていることから、『医療』との連携強化においても、実務的な役割を担 

  うことが期待される。 

〇  しかし、地域包括支援センターが質的にも量的にも多くの課題に直面していることや、 

  地域包括支援センターが市町村からの委託か直轄か、職種の配置の状況、担当する圏域 

  などにより、医療や地域との関係性がそれぞれ異なっていることから、機能の把握、役 

  割分担、連携の仕組みなどについて地域ごとに検討する必要がある。 

〇  医療・介護連携に関して実績のある地域包括支援センターを持つ地域においては、当 

  該センターの更なる活動展開を進めることも効率的な仕組み作りである。 

  

例)秋田県 横手市地域包括支援センターの取組み (図 6) 

 

 ※ 横手市地域包括支援センターは、連携事業の開始に当たり、人員の増員が図られ、医療機関や介護事業 

  所等、地域の 95.5%にあたる 228ヵ所へ訪問し、課題抽出のためのヒアリングを行いつつ、顔の見える関 

  係作りに努めた。 
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３ 具体的取組み 
※  以下の A～Hは、厚生労働省医政局指導課が在宅医療推進事業の内容として 

例示した 7項目{平成 24年度全国医政関係主管課長会議(平成 25年 3月 4日)資料 1, 

P39-40}について、国立長寿医療研究センターにおいて解説を付したものである。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002woxm-att/2r9852000002wp3b_1.pdf 

 
 

在宅医療推進事業 

 

7 つの事業 

A. 会議の開催 (会議への医療関係者の参加の仲介を含む) 

B. 地域の医療・福祉資源の把握及び活用 

C. 研修の実施 

D. 24時間 365日の在宅医療・介護提供体制の構築 

E. 地域包括支援センター・ケアマネジャーを対象にした支援の実施 

F. 効率的な情報共有のための取組み(地域連携パスの作成の取組み) 

G. 地域住民への普及・啓発  
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A. 会議の開催 (会議への医療関係者の参加の仲介を含む) 

 

内 容  

在宅医療・介護連携推進のため、市町村当局に加え、医師会、歯科医師会、看護協会等重 

要な医療側関係職種や地域包括支援センター、ケアマネジャー、介護事業者等の介護関係職 

種の参加する在宅医療介護連携推進協議会 (ここでは「推進協議会」と称する)を設置する。 

 

目 的 

『推進協議会』では、市町村が在宅医療・介護連携推進のための組織の可視化、医療・介 

護資源の把握、住民ニーズの把握等のプロセスを経て、地域における現状と課題の抽出、対 

応可能な解決策を協議し、事業計画の共有・承認に至ることを目的とする。 

 

留意点  

〇  市町村主催の地域ケア推進会議が、すでに医療側の参加も含めて、本『推進協議会』 

  としての役割を十分担うことができる場合には、出席者や会議目的などを十分考慮し、 

  連携を図りながら進める必要がある。 

〇  介護・福祉においてはサービス担当者会議、地域ケア個別会議、市町村主催の地域ケ   

ア推進会議等のトップダウン、ボトムアップのしくみが構築されており、これらに在宅 

  医療関係者が参加することも地域包括ケアを構築する上では重要である。 

同時に在宅医療の質の向上、医療支援の評価、技術向上などに専門職として取り組む 

  ことも、安全な住民の地域療養生活を維持する上で重要であるという視点を確保頂きた 

  い。 

〇  会議（あるいは会議への参加を依頼する段階）においては、地域の統計データに基づ 

く在宅医療・介護連携の現状と課題に関する情報提供を行い、この課題への理解や協力 

を依頼することが望ましい。 
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例)福井県 坂井地区広域連合(介護保険者)における会議設置の取組み (図 7) 

 

※  坂井地区広域連合は「顔の見える多職種連携会議」を設置し、地域包括支援センター単位での医 

療・介護連携を強化している。会議では、地域における課題の抽出や対応策の検討を行っている。 
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例)神奈川県 横須賀市における会議設置の取組み (図 8)   *一部修正し掲示 

 

 ※  神奈川県横須賀市では横須賀市医師会と社会福祉法人日本医療伝道会（衣笠病院グループ）の 2 

カ所の事業所が平成 24年度在宅医療連携拠点事業を受託した。 

    横須賀市としても平成 23年度より在宅医療推進に取り組んでいたことから、横須賀市が会議を

調整し医師会を含めた活動を市内で面的に推進した。 
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例)千葉県 柏市が実際に関係機関への説明に使用したプレゼンテ―ション資料① 

(図 9-図 12) 
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例)千葉県 柏市が実際に関係機関への説明に使用したプレゼンテ―ション資料② 

(図 13、図 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


